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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次
第89期

中間連結会計期間
第90期

中間連結会計期間
第89期

会計期間
自　2024年４月１日
至　2024年９月30日

自　2025年４月１日
至　2025年９月30日

自　2024年４月１日
至　2025年３月31日

売上高 （百万円） 13,166 14,187 29,329

経常利益 （百万円） 1,143 960 3,034

親会社株主に帰属する中間

（当期）純利益
（百万円） 633 468 1,991

中間包括利益又は包括利益 （百万円） 911 660 2,500

純資産額 （百万円） 23,658 25,104 25,033

総資産額 （百万円） 35,947 36,250 37,765

１株当たり中間（当期）純利

益
（円） 37.30 27.53 117.15

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 57.5 61.1 58.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 1,045 1,621 2,543

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △379 △830 △667

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △673 △880 △1,103

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
（百万円） 6,837 7,414 7,575

 

（注）１　当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

３　当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度

の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり中間（当期）純利益」を算定しております。

 

 

２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

　経営成績

当中間連結会計期間の経済環境は、世界的なインフレの継続、長期金利の高止まり、中国経済の成長鈍化など

に加え、米国の関税政策による世界経済全般への影響が懸念されており、依然として先行きが不透明な状況が続

いています。

当社グループ事業全般に関係する製造業の設備投資は、関税政策などによる先行き不透明感から一部では慎重

な動きも見られます。また、世界的な脱炭素化の流れは中長期的には続くと考えられますが、米国における脱炭

素化政策の見直しは、世界全体の脱炭素化政策に影響を及ぼす可能性が高く、企業の設備投資は短期的に不確実

性が増大しています。

このような状況のなか、2025年度は当社が推進中の中期経営計画（2021～2026年度）の５年目となり、これま

で注力してきた顧客価値創造と顧客増を目指す連携・共創の体制整備や仕組み作りをさらに進めるとともに、当

社の製品・サービスの差別化と市場での競争力を図るため、温度を軸とした製品・技術・ノウハウを組み入れる

「ループソリューション」のさらなる高度化を目指して活動を展開しています。

売上高については、計装システムセグメントおよびセンサセグメントが増加し、前年同期比で増収となりまし

た。地域的には、アジア地域および国内の売上を中心に前年同期比で増加となりました。

受注高は全セグメントにおいて前年同期比増加となり、特にセンサセグメントの需要が増加しました。なお、

計装システムセグメントの受注高・売上高は、年度内での発注・納期のタイミングに依るところがあり、全社の

四半期単位での前年同期比の増減に影響します。

利益面では、前年同期比で減益となりました。センサセグメントが前年同期比で大幅に増益となった一方で、

計装システムセグメントにおいて第１四半期に売上計上した複数の個別案件の利益率が想定と比べて悪化したこ

とが影響しました。

以上により、当中間連結会計期間の受注高は14,378百万円（前年同期比11.2％増）、売上高は14,187百万円(前

年同期比7.8％増)となりました。利益については、営業利益は917百万円（前年同期比14.0％減）、経常利益は

960百万円（前年同期比16.0％減）、親会社株主に帰属する中間純利益は468百万円（前年同期比26.1％減）とな

りました。

なお、当社グループの売上高、利益は期末に集中する傾向があり、各四半期の売上高、利益は通期実績の水準

に比べ乖離が大きくなる傾向があります。

 

セグメント別の状況は、次のとおりであります。

①計測制御機器

売上高は4,620百万円(前年同期比5.4％減）、セグメント利益は699百万円（前年同期比2.1％減）となりま

した。売上高については、半導体・電子部品の製造設備や熱処理加工向けを中心に引き続き国内の需要は堅調

に推移しましたが、中国における需要が一時的に減少した要因により前年同期比減少となりました。

また、利益面については主に減収の影響を受け前年同期比で減益となりました。

②計装システム

売上高は4,532百万円（前年同期比13.9％増）、セグメント利益は213百万円（前年同期比62.9％減）となり

ました。売上高は温室効果の低い自然冷媒に対応したコンプレッサ評価試験装置の売上を中心に前年同期比で

増加となりました。

利益面では前年同期比で減益となりました。上述のとおり、個別案件において利益率が悪化したことがセグ

メント全体の利益に影響しました。
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③センサ

売上高は4,502百万円（前年同期比18.4％増）、セグメント利益は937百万円（前年同期比42.5％増）となり

ました。半導体・電子部品の製造装置向けが堅調に推移し前年同期比で増収となりました。加えて、当社グ

ループ会社の明陽電機株式会社が生産・販売を行う船舶向け温度センサ等の売上が引き続き好調です。

利益面では、主に増収の効果により、前年同期比で増益となりました。

④その他

売上高は531百万円（前年同期比6.9％増）で、セグメント利益は136百万円（前年同期比36.2％増）となり

ました。

 

　財政状態

　（資産）

当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて1,515百万円減少し、36,250百万円となりまし

た。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ2,196百万円減少し、25,072百万円となりました。主な減少要因は、売上

債権の減少1,446百万円、現金及び預金の減少591百万円、棚卸資産の減少223百万円であります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ681百万円増加し、11,178百万円となりました。主な増加要因は、有形固

定資産の増加414百万円、投資その他の資産の増加220百万円であります。

　（負債）

当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて1,585百万円減少し、11,145百万円となりまし

た。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,271百万円減少し、8,119百万円となりました。主な増減要因は、流動

負債（その他）の減少847百万円、賞与引当金の減少239百万円、未払法人税等の減少197百万円、設備関係電子記

録債務の減少123百万円、仕入債務の増加200百万円であります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ314百万円減少し、3,026百万円となりました。主な減少要因は、長期借

入金の減少236百万円、固定負債（その他）の減少104百万円であります。

　（純資産）

当中間連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ70百万円増加し、25,104百万円となりまし

た。主な増減要因は、親会社株主に帰属する中間純利益の増加468百万円、その他の包括利益累計額の増加133百

万円、配当金の支払による減少467百万円であります。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

①営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益953百万円、売上債権の減少1,406百万円等の資金増加が、法人税等の支払額598百万

円、前受金の減少342百万円等の資金減少を上回ったことにより、当中間連結会計期間における営業活動による

キャッシュ・フローは、1,621百万円の資金増加（前年同期は1,045百万円の資金増加）となりました。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

有形・無形固定資産の取得による支出1,201百万円等の資金減少が、定期預金の払戻による収入546百万円等の

資金増加を上回ったことにより、当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、830百万円

の資金減少（前年同期は379百万円の資金減少）となりました。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額467百万円、長期借入金の返済による支出236百万円等の資金減少により、当中間連結会計期間

における財務活動によるキャッシュ・フローは、880百万円の資金減少（前年同期は673百万円の資金減少）とな

りました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は前連結会計年度末7,575百万円に比べ161百

万円減少し、7,414百万円となりました。
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(3）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(4）経営方針・経営戦略等

当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありま

せん。

 

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

 

(6）研究開発活動

当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は643百万円であります。

なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

 

３【重要な契約等】

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 23,820,000

計 23,820,000

（注）2025年８月８日開催の取締役会決議により、2025年10月１日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可

能株式総数は23,820,000株増加し、47,640,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数（株）
（2025年９月30日）

提出日現在
発行数（株）

（2025年11月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,260,116 18,520,232
東京証券取引所

（プライム市場）

単元株式数は

100株であります。

計 9,260,116 18,520,232 － －

（注）１．2025年７月９日付の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として2025年８月８日付で自己株式

12,699株を処分しております。

２．提出日現在の発行済株式のうち51,803株は、譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分した際の現物出

資（金銭報酬債権113百万円）によるものであります。

３．2025年８月８日開催の取締役会決議により、2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式

分割を行い、発行済株式総数は9,260,116株増加し、18,520,232株となっております。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2025年４月１日～

2025年９月30日
－ 9,260 － 4,292 － 4,017

（注）2025年８月８日開催の取締役会決議により、2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を

行い、発行済株式総数は9,260千株増加し、18,520千株となっております。
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（５）【大株主の状況】

  2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己株
式を除く。）の総数
に対する所有株式数
の割合（％）

チノー取引先持株会 東京都板橋区熊野町３２番８号 822 9.66

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社（信託口）

東京都港区赤坂１丁目８番１号

赤坂インターシティＡＩＲ
779 9.15

チノー従業員持株会 東京都板橋区熊野町３２番８号 310 3.64

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目３番１号 298 3.50

株式会社日本カストディ銀行（信託

口）
東京都中央区晴海１丁目８番１２号 239 2.81

株式会社ニッカトー 大阪府堺市堺区遠里小野町３丁目２番２４号 209 2.46

株式会社共和電業 東京都調布市調布ヶ丘３丁目５番１号 207 2.44

株式会社北浜製作所 大阪府大阪市中央区船越町２丁目１番６号 182 2.14

日本生命保険相互会社

(常任代理人日本マスタートラスト信

託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内１丁目６番６号

日本生命証券管理部内

(東京都港区赤坂１丁目８番１号

赤坂インターシティＡＩＲ)

152 1.79

東亜ディーケーケー株式会社 東京都新宿区高田馬場１丁目２９番１０号 101 1.19

計 － 3,302 38.78

（注）2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数について

は、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2025年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 743,700

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,468,800 84,688 －

単元未満株式 普通株式 47,616 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  9,260,116 － －

総株主の議決権  － 84,688 －

（注）１．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式24株が含まれております。

２．2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株式数及び議

決権の数については当該株式分割前の数値を記載しております。

 

②【自己株式等】

    2025年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社チノー
東京都板橋区熊野町32番８号 743,700 － 743,700 8.03

計 － 743,700 － 743,700 8.03

（注）１．上記の他に単元未満株式として自己株式を24株所有しております。

２．2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株式数につい

ては当該株式分割前の数値を記載しております。

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１　中間連結財務諸表の作成方法について
　当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９月

30日まで）に係る中間連結財務諸表について、監査法人Ａ＆Ａパートナーズによる期中レビューを受けております。

　なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

　第89期連結会計年度　　　　監査法人ナカチ

　第90期中間連結会計期間　　監査法人Ａ＆Ａパートナーズ
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１【中間連結財務諸表】

(1)【中間連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,127 7,535

受取手形、売掛金及び契約資産 7,183 4,971

電子記録債権 1,650 2,416

商品及び製品 740 858

仕掛品 3,992 3,939

原材料及び貯蔵品 5,336 5,047

その他 263 337

貸倒引当金 △24 △33

流動資産合計 27,268 25,072

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,343 3,220

その他 2,825 3,364

有形固定資産合計 6,169 6,584

無形固定資産 290 337

投資その他の資産   

その他 4,049 4,270

貸倒引当金 △13 △13

投資その他の資産合計 4,036 4,256

固定資産合計 10,496 11,178

資産合計 37,765 36,250
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,069 2,122

電子記録債務 1,956 2,105

短期借入金 1,165 1,140

１年内返済予定の長期借入金 473 473

未払法人税等 621 423

賞与引当金 968 729

株主優待引当金 78 39

設備関係電子記録債務 134 11

その他 1,923 1,075

流動負債合計 9,390 8,119

固定負債   

長期借入金 969 733

長期未払金 155 121

役員退職慰労引当金 91 88

退職給付に係る負債 1,750 1,813

その他 374 270

固定負債合計 3,341 3,026

負債合計 12,731 11,145

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,292 4,292

資本剰余金 4,290 4,301

利益剰余金 13,649 13,649

自己株式 △1,111 △1,093

株主資本合計 21,120 21,150

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 345 597

為替換算調整勘定 291 198

退職給付に係る調整累計額 221 195

その他の包括利益累計額合計 857 991

非支配株主持分 3,055 2,962

純資産合計 25,033 25,104

負債純資産合計 37,765 36,250
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（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

売上高 13,166 14,187

売上原価 8,962 10,106

売上総利益 4,204 4,081

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 1,061 1,071

賞与引当金繰入額 246 250

退職給付費用 54 41

役員退職慰労引当金繰入額 3 5

研究開発費 548 503

株主優待引当金繰入額 30 39

その他 1,191 1,252

販売費及び一般管理費合計 3,137 3,163

営業利益 1,066 917

営業外収益   

受取利息 14 14

受取配当金 32 31

売電収入 17 18

助成金収入 48 5

保険解約返戻金 0 4

その他 16 17

営業外収益合計 130 92

営業外費用   

支払利息 6 9

金融関係手数料 3 5

売電費用 7 8

為替差損 30 21

その他 5 4

営業外費用合計 54 49

経常利益 1,143 960

特別利益   

固定資産売却益 2 －

投資有価証券売却益 11 －

特別利益合計 14 －

特別損失   

固定資産処分損 4 6

その他 0 －

特別損失合計 4 6

税金等調整前中間純利益 1,152 953

法人税等 401 383

中間純利益 750 570

非支配株主に帰属する中間純利益 117 101

親会社株主に帰属する中間純利益 633 468
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【中間連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

中間純利益 750 570

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △68 252

為替換算調整勘定 221 △136

退職給付に係る調整額 7 △25

その他の包括利益合計 160 90

中間包括利益 911 660

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 706 602

非支配株主に係る中間包括利益 205 58
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(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 1,152 953

減価償却費 427 433

長期前払費用償却額 14 12

貸倒引当金の増減額（△は減少） △51 8

受取利息及び受取配当金 △47 △45

支払利息 6 9

売上債権の増減額（△は増加） 1,668 1,406

前受金の増減額（△は減少） △300 △342

棚卸資産の増減額（△は増加） △998 153

仕入債務の増減額（△は減少） △5 218

その他 △429 △630

小計 1,436 2,177

利息及び配当金の受取額 47 45

利息の支払額 △6 △9

助成金の受取額 48 5

法人税等の支払額 △480 △598

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,045 1,621

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 585 546

定期預金の預入による支出 △585 △120

有形固定資産の取得による支出 △413 △1,091

無形固定資産の取得による支出 △38 △110

投資有価証券の取得による支出 △0 △4

投資有価証券の売却による収入 121 －

保険積立金の積立による支出 △37 △34

保険積立金の払戻による収入 6 19

その他 △16 △36

投資活動によるキャッシュ・フロー △379 △830

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △25

長期借入金の返済による支出 △199 △236

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △339 △467

非支配株主への配当金の支払額 △133 △151

財務活動によるキャッシュ・フロー △673 △880

現金及び現金同等物に係る換算差額 103 △71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 95 △161

現金及び現金同等物の期首残高 6,742 7,575

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 6,837 ※ 7,414
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【注記事項】

（中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用しております。

 

 

（中間連結貸借対照表関係）

　１売上債権遡及義務

　「受取手形、電子記録債権」の一部を対象に、債権流動化の目的で譲渡しております。その内、当社に遡及義務

の及ぶ金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当中間連結会計期間
（2025年９月30日）

 130百万円 99百万円

 

　２当座貸越契約

　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。この契

約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当中間連結会計期間
（2025年９月30日）

当座貸越限度額 4,187百万円 4,129百万円

借入実行残高 1,165 1,140

差引額 3,022 2,989

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前中間連結会計期間
（自 2024年４月１日
至 2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 2025年４月１日
至 2025年９月30日）

現金及び預金 7,424百万円 7,535百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △586 △121

現金及び現金同等物 6,837 7,414

 

EDINET提出書類

株式会社チノー(E02286)

半期報告書

15/25



（株主資本等関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

１.配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月11日

取締役会
普通株式 339 40.00 2024年３月31日 2024年６月28日 利益剰余金

 

２.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後とな

るもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年11月12日

取締役会
普通株式 212 25.00 2024年９月30日 2024年12月11日 利益剰余金

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

１.配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月10日

取締役会
普通株式 467 55.00 2025年３月31日 2025年６月30日 利益剰余金

 

２.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後とな

るもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年11月12日

取締役会
普通株式 212 25.00 2025年９月30日 2025年12月11日 利益剰余金

（注）2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。「１株当たり配当

額」につきましては、当該株式分割前の金額を記載しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

　　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 

計測制御
機器

計装
システム

センサ 計

売上高       

外部顧客への売上高 4,884 3,980 3,803 12,669 497 13,166

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 4,884 3,980 3,803 12,669 497 13,166

セグメント利益 714 574 658 1,947 100 2,047

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、修理・サービス等であります。

　　２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 1,947

「その他」の区分の利益 100

全社費用（注） △980

中間連結損益計算書の営業利益 1,066

（注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

　　３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　　該当事項はありません。
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Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

　　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 

計測制御
機器

計装
システム

センサ 計

売上高       

外部顧客への売上高 4,620 4,532 4,502 13,655 531 14,187

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 4,620 4,532 4,502 13,655 531 14,187

セグメント利益 699 213 937 1,850 136 1,986

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、修理・サービス等であります。

　　２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 1,850

「その他」の区分の利益 136

全社費用（注） △1,069

中間連結損益計算書の営業利益 917

（注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

　　３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　　該当事項はありません。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他

（注）
合計

計測制御機器 計装システム センサ 計

日本 3,172 3,005 3,340 9,518 484 10,003

アジア 1,427 950 437 2,814 7 2,822

北米 226 9 4 240 0 241

欧州 48 6 19 73 4 77

その他 10 8 2 21 0 21

顧客との契約から

生じる収益
4,884 3,980 3,803 12,669 497 13,166

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への売上

高
4,884 3,980 3,803 12,669 497 13,166

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、修理・サービス等であります。

 

　当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他

（注）
合計

計測制御機器 計装システム センサ 計

日本 3,076 3,094 3,803 9,973 522 10,495

アジア 1,332 1,418 649 3,400 3 3,404

北米 118 4 32 156 0 156

欧州 68 11 12 92 4 97

その他 24 3 5 33 0 33

顧客との契約から

生じる収益
4,620 4,532 4,502 13,655 531 14,187

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への売上

高
4,620 4,532 4,502 13,655 531 14,187

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、修理・サービス等であります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり中間純利益及び算定上の基礎

 
前中間連結会計期間
（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

　　１株当たり中間純利益 37円30銭 27円53銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益

（百万円）
633 468

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

中間純利益（百万円）
633 468

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,992 17,014

（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の

期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり中間純利益」を算定しております。

 

 

（重要な後発事象）

（株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更）

当社は、2025年８月８日開催の取締役会の決議に基づき、2025年10月１日付で株式分割を行っております。

 

1.株式分割の目的

　株式分割を行い投資単位あたりの金額を引き下げることにより、個人投資家をはじめとする投資家の皆さまに

とって、より投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的とするもので

す。

 

2.株式分割の概要

(1）株式分割の方法

　　2025年９月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を、１

　株につき２株の割合を以て分割いたします。

(2）株式分割により増加する株式数

　　株式分割前の発行済株式総数　　　　　　　　 9,260,116株

　　今回の株式分割により増加する株式数　　　　 9,260,116株

　　株式分割後の発行済株式総数　　　　　　　　18,520,232株

　　株式分割後の発行可能株式総数　　　　　　　47,640,000株

(3）株式分割の日程

　　基準日公告日　　　2025年９月12日

　　基　準　日　　　　2025年９月30日

　　効力発生日　　　　2025年10月１日

(4）１株当たり情報に及ぼす影響

　　株式分割による影響は、１株当たり情報に関する注記に反映されております。
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3.株式分割に伴う定款の一部変更

(1）定款変更の理由

　　株式分割に併せて、会社法第184条第２項の規定に基づき、2025年10月１日をもって、当社定款第６条の発行

　可能株式総数を変更いたします。

(2）定款変更の内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線は変更部分であることを示しております）

 

(3）定款変更の日程

　　効力発生日　　　　2025年10月１日

 

（自己株式の取得）

　当社は、2025年11月12日開催の取締役会において、会社法第459条第１項第１号または第165条第２項に基づく定

款の定めに基づき、下記のとおり自己株式取得に係る事項について決議いたしました。

 

1.自己株式の取得を行う理由

　株主還元を強化するとともに、資本効率の向上を図ることを目的として自己株式の取得を行うものであります。

 

2.取得に係る事項の内容

(1）取得対象株式の種類

　　当社普通株式

(2）取得し得る株式の総数

　　860,000株（上限）

　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 5.05％）

(3）株式の取得価額の総額

　　13億円（上限）

(4）取得期間

　　2025年11月13日～2026年11月12日

(5）取得方法

　　東京証券取引所における市場買付

(6）その他

　　取得予定の自己株式は、株主還元を目的に消却を予定しております。
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２【その他】

①期末配当

　2025年６月10日開催の取締役会において、2025年３月31日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり期末

配当を行うことを決議いたしました。

　1　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　467百万円

　2　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　55円00銭

　3　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　2025年６月30日

 

②中間配当

　2025年11月12日開催の取締役会において、2025年９月30日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間

配当を行うことを決議いたしました。

　１　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　212百万円

　２　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　25円00銭

　３　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　2025年12月11日

（注）「１株当たりの金額」については、基準日が2025年９月30日であるため、株式分割（2025年10月１日

付）前の金額を記載しております。

 

③その他

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

2025年11月12日

株式会社チノー

取締役会　御中

 

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

東京都中央区
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 岡　　　賢　治

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 吉　村　仁　士

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社チノー

の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日ま

で）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連

結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、株式会社チノー及び連結子会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要

な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される

規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

その他の事項

　会社の2025年３月31日をもって終了した前連結会計年度の中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表及び前連結会計年

度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって期中レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該中間

連結財務諸表に対して2024年11月12日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して2025年６月

23日付けで無限定適正意見を表明している。

 

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。

また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間

連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報

告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。

・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められな

いかどうかを評価する。

・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結

論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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